
 

「 ウ チ ナ ー 民 間 大 使 設 置 要 綱 」  

 

 

  （ 趣  旨 ）  

  第 １ 条  沖 縄 県 と 世 界 各 国 地 域 の 人 的 ネ ッ ト ワ ー ク を 拡 充 強 化 し 、  

  経 済 、 文 化 、 学 術 等 あ ら ゆ る 分 野 で 国 際 交 流 と 国 際 協 力 を 推 進 し 、

 本 県 及 び 各 国 地 域 の 振 興 に 資 す る た め 、 「 ウ チ ナ ー 民 間 大 使 」   

（ 以 下 「 民 間 大 使 」 と い う ） を 設 置 す る 。  

 

  （ 期 待 さ れ る こ と ）  

  第 ２ 条  民 間 大 使 は 、 各 自 の 専 門 分 野 ・ 活 動 分 野 に お け る 日 頃 の  

  活 動 を 通 し て 、 本 県 と 在 住 国 ・ 地 域 等 と の 交 流 の 架 け 橋 と な る も  

  の で あ り 、 以 下 の こ と が 期 待 さ れ る 。  

  （ １ ） 本 県 の 国 際 交 流 及 び 国 際 協 力 に つ い て の 提 案 ・ 助 言  

  （ ２ ） 本 県 か ら の 依 頼 に 対 す る 便 宜 供 与 及 び 連 絡 調 整  

  （ ３ ） 国 内 外 に お け る 沖 縄 の 紹 介 等 に よ る 本 県 の イ メ ー ジ ア ッ プ  

  （ ４ ） 県 人 会 等 と の 連 携 に よ る 現 地 社 会 と の 交 流 促 進  

  （ ５ ） 在 住 国 ・ 地 域 の 状 況 に 関 す る 情 報 提 供  

 

  （ 民 間 大 使 の 資 格 要 件 ）  

  第 ３ 条  民 間 大 使 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し 、 主 に 海 外 で  

  活 躍 す る 者 か ら 選 定 さ れ る 。  

  （ １ ） 沖 縄 県 出 身 者 、 も し く は そ の 子 弟  

  （ ２ ） 沖 縄 に お い て 留 学 又 は 研 修 経 験 の あ る 者  

  （ ３ ） 沖 縄 の 良 き 理 解 者 で 国 際 交 流 及 び 国 際 協 力 に 意 欲 の あ る 者  

 

  （ 民 間 大 使 の 認 証 ）  

  第 ４ 条  民 間 大 使 の 認 証 に 関 し 人 数 枠 は 定 め な い も の と す る 。  

   

  （ 選 定 の 方 法 ）  

  第 ５ 条  民 間 大 使 は 、 各 国 ・ 地 域 の 県 人 会 又 は 県 内 外 の 国 際 交  

  流 関 係 団 体 等 が 推 薦 す る 者 の 中 か ら 、 選 定 委 員 会 の 答 申 を 経 て  

  知 事 が 選 定 す る 。  

  ２   前 項 に 規 定 す る 推 薦 が 困 難 な 場 合 は 、 知 事 は 、 候 補 者 を 選  

  定 委 員 会 に 諮 る こ と が で き る 。  

  ３  知 事 は 、 特 段 の 事 由 が あ る 場 合 、 第 １ 項 の 選 定 委 員 会 の 答  

  申 を 経 ず に 民 間 大 使 を 選 定 す る こ と が で き る 。  



 

 

  （ 認 証 状 の 交 付 ）  

  第 ６ 条  知 事 は 民 間 大 使 と し て 選 定 し た 者 に 対 し 、 認 証 状 を 交  

  付 す る 。  

 

  （ 認 証 期 間 ）  

  第 ７ 条  民 間 大 使 の 認 証 期 間 は 、 特 に 定 め な い 。  

  ２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 知 事 は 、 高 齢 、 病 気 、 そ の 他 の 理  

  由 に よ り 民 間 大 使 と し て の 活 動 を 続 け る こ と が 困 難 と 認 め る 場 合  

  又 は 民 間 大 使 と し て ふ さ わ し く な い 行 為 等 が あ っ た 場 合 に  

  は 、 そ の 認 証 を 取 り 消 す こ と が で き る も の と す る 。  

 

  （ 活 動 助 成 ）  

  第 ８ 条  民 間 大 使 は 、 無 報 酬 と す る 。 た だ し ､民 間 大 使 が 活 動 を  

  行 う 上 で 一 定 の 条 件 を 満 た す 事 業 を 企 画 ・ 実 施 す る 場 合 、 知 事 は  

  そ の 活 動 に 対 し て 助 成 す る こ と が で き る も の と す る ｡  

 

  （ 資 料 等 の 提 供 ）  

  第 ９ 条  知 事 は 、 民 間 大 使 に 対 し て 、 活 動 に 必 要 な 資 料 等 を 随 時  

  提 供 す る も の と す る 。  

 

  （ そ の 他 ）  

  第 １ ０ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 民 間 大 使 に 関 し 必 要 な  

  事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。  

 

      附   則  

  こ の 要 網 は 、 平 成 元 年 １ ２ 月 ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

     附   則  

  こ の 要 網 は 、 平 成  ９ 年 ６ 月 ４ 日 か ら 施 行 す る 。  

     附   則  

  こ の 要 網 は 、 平 成  １ ０ 年 １ 月 ８ 日 か ら 施 行 す る 。  

     附   則  

  こ の 要 網 は 、 平 成  １ ０ 年 １ ２ 月 ２ 日 か ら 施 行 す る 。  

     附   則  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ６ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附   則  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 


